
２０２１年６月７日 

株式会社京葉銀行 

 

 

ＬＧＢＴに対応した住宅ローンの取扱開始について 

～ダイバーシティの取り組み～ 

 

株式会社京葉銀行（頭取 熊谷 俊行）は、２０２１年６月１０日（木）、ＬＧＢＴ（※１）に

対応した住宅ローンの取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。 

 

【背景】 

 ダイバーシティへの社会的関心が高まる中、ＬＧＢＴに対する理解の促進や自治体の  

取り組みが急速に広がっております。 

当行は２０２１年４月にＳＤＧｓ宣言を行い、『個人の多様性を尊重し、誰もが仕事や生活

を充実させ、自分らしく活躍できる社会づくり』に取り組んでおります。 

 

【目的】 

住宅ローンの商品改定を行い、ＬＧＢＴの事実婚ペアの方々が居住する住宅の取得に際し、

ローンの選択肢が拡がることで、自分らしく安心して生活できる社会づくりを後押しして 

まいります。 

 

【概要】 

  住宅ローンの取り扱いについて、以下のとおり改定します。 

内容 連帯債務者、連帯保証人、物上保証人の対象に、主債務者の同性パートナーを加える 

同性パートナーが

加入する場合の 

取扱条件 

・当行指定の保証会社（株式会社かんそうしん）の保証をご利用いただきます 

・次の①または②の書類をご提出いただきます 

① 自治体が発行する「パートナーシップ証明書・宣誓書受領書」等の公的証明書 

② 公的証明書の発行のない自治体の場合、「任意後見契約にかかる公正証書」および 

「合意契約にかかる公正証書」 

（※１）ＬＧＢＴ：Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシャル、      

両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、身体的性別と性自認が一致しない方）の頭文字を   

とった言葉で、性的マイノリティの総称のひとつ 

 

今後も、当行は地域金融機関として、お客さまの幅広いニーズにお応えする商品、サービス

を提供してまいります。 

以 上 

 

 

 

 

京葉銀行ではＳＤＧｓへの取り組みに関するニュースリリースに、 

「ＳＤＧｓ１７の目標アイコン」を標示しています。 
 
【ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）】 

2015 年 9 月に国連で採択された、2030 年までに持続可能でよりよい世界を 

目指す国際目標のこと。17 のゴール・169 のターゲットから構成される。 

 


